
 
広
島
県
局
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
三
日

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦

広
島
県
条
例
第
二
十
号 

 
 

 

広
島
県
局
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

広
島
県
局
設
置
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
広
島
県
条
例
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

第
二
条
中
「
都
市
局
」
を
削
る
。

 

第
三
条
第
二
号
㈠
中
「
地
域
振
興
及
び
中
山
間
地
域
対
策
」
を
「
都
市
活
性
化
、
中
山
間
地
域
対
策
そ

の
他
地
域
振
興
」
に
改
め
、
同
条
第
七
号
㈡
中
「
（
他
局
の
主
管
に
属
す
る
事
項
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、

同
号
中
㈡
を
㈣
と
し
、
㈣
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

 

㈡ 

都
市
計
画
（
他
局
の
主
管
に
属
す
る
事
項
を
除
く
。
）
そ
の
他
都
市
の
整
備
に
関
す
る
事
項

 

㈢ 

住
宅
及
び
建
築
に
関
す
る
事
項

第
三
条
第
八
号
を
削
る
。

 
 

 

附 

則

 

（
施
行
期
日
）

１ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

（
広
島
県
建
築
審
査
会
条
例
の
一
部
改
正
）

２ 

広
島
県
建
築
審
査
会
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
広
島
県
条
例
第
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

 

第
八
条
中
「
都
市
局
」
を
「
土
木
局
」
に
改
め
る
。

 

（
広
島
県
都
市
計
画
審
議
会
条
例
の
一
部
改
正
）

３ 

広
島
県
都
市
計
画
審
議
会
条
例
（
昭
和
四
十
四
年
広
島
県
条
例
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
八
条
中
「
都
市
局
」
を
「
土
木
局
」
に
改
め
る
。

 

（
広
島
県
開
発
審
査
会
条
例
の
一
部
改
正
）

４ 

広
島
県
開
発
審
査
会
条
例
（
昭
和
四
十
四
年
広
島
県
条
例
第
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

 

第
七
条
中
「
都
市
局
」
を
「
土
木
局
」
に
改
め
る
。


